
生活あんしんサービス提供に伴う請求などに関する規約 
 

第１条 規約の適用 

本規約は、近鉄ケーブルネットワーク株式会社（ 以下（ＫＣＮ」 といいます。）と、Ｋ生活あんしんサービス利用規約（ おう

ちプラン／自転車プラン） （ 以下（Ｋ生活あんしんサービス利用規約 といいます。）を承諾し、ＪＮＯＭ株式会社（ 以下（ＫＪ

ＮＯＭ といいます。）よりＣＮ」を介して生活あんしんサービス（ 以下（Ｋ本サービス といいます。）の提供を受ける者と

の間における、料金の請求などについて適用されます。 

２．ＣＮ」およびＪＮＯＭがホームページその他の手段により通知する事項も、この規約の一部を構成するものとします。 

 

第２条 規約の変更 

ＣＮ」は、本規約を変更することがあります。この場合には、提供条件は変更後の規約によります。 

２．ＣＮ」が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

３．本規約の規定が、Ｋ生活あんしんサービス利用規約 の規定と矛盾または抵触する場合は、Ｋ生活あんしんサービス利用規約 

の規定が本規約の規定より優先して適用されるものとします。 

 

第３条 契約の成立 

本サービスの提供を受けようとする者が、Ｋ生活あんしんサービス利用規約 を承諾し、かつ本規約を承認し、別に定める

加入申込書に必要事項を記入（ 捺印のうえ、ＣＮ」を通じＪＮＯＭに提出しＪＮＯＭがこれを承諾したとき、かつ本規約に

関してはＣＮ」がこれを承諾したときに、ＣＮ」と契約者の間で本規約にかかる契約 以下｢本契約｣といいます。）が成立

するものとします。 

２．本サービスの申し込みは、ＣＮ」のテレビサービス、第１種インターネット接続サービス、電話サービス（ 総称して、以下

ＫＣＮ」基本サービス といいます。）のいずれかの契約がある場合に限ります。 

３．本サービスの利用開始日は、申し込み月の翌月１日からとなります。 ＪＮＯＭが承認した場合） 

４．本サービスの利用開始日は、Ｋ生活あんしんサービス新規申込受付確認書 にて通知いたします。 

５．すべてのＣＮ」基本サービスを解約された場合、本サービスは退会となります。 

 

第４条 ＪＮＯＭに係る債権の譲渡等 

ＣＮ」は、契約者に（Ｋ生活あんしんサービス利用規約 の債権の譲渡に関する規定に基づき、ＣＮ」に譲渡されることとさ

れたＪＮＯＭの債権を譲り受け、ＣＮ」が請求することを承認していただきます。この場合、ＣＮ」は、契約者への個別の

通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 

 

第５条 料金 

ＣＤＤＩが提供する本サービスに係る料金はＫ生活あんしんサービス利用規約 に定めるところによります。 

２．本サービスの月額利用料金は、ＣＮ」基本サービスのご利用料金と合わせて請求いたします。 

 

第６条 請求と支払など 

契約者は、各月の本サービスの料金をＣＮ」が指定する期日までに、ＣＮ」所定の方法により、支払うものとします。 

２．前項にかかわらず、ＣＮ」が特に認める場合には、契約者は銀行振込またはＣＮ」が定めるその他の方法で支払うことがで

きるものとします。ただし、金融機関に係る振込手数料等は、契約者の負担とします。 

３．おうちプラン、おうち＆自転車パックのお取次サービスご利用によって発生した作業料金は、作業時に当該業者に直接支払

うものとします。また、自転車プランの付帯保険については、ａｕ損害保険株式会社の取り扱いとなります。 

 

第７条 契約者に係る情報の利用 

  ＣＮ」は、契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付先などの情報を、個人情

報の保護に関する法律にのっとり、本規約およびＪＮＯＭが定める本サービスに係る業務の遂行上必要な範囲で適切に利用

します。 

２．ＣＮ」は個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。 

 １）サービスを提供すること 契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。） 

 ２）サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと 

 ３）個々の契約者に有益と思われるＣＮ」のサービスまたはＣＮ」の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子

メールなどにより送付し、または電話すること 

 ４）契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。 

 ５）その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること 

 ６）前各号にかかわらず、次の場合にあたってはその限りではありません 



 ア）法令に基づく場合 

 イ）人の生命、身体または財産の保護のために必要があって、契約者の同意を得ることが困難であるとき 

 ウ）公衆衛生の向上または、児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、契約者の同意を得ること

が困難であるとき 

 エ）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定める事務を遂行することに対して協力す

る必要がある場合であって、契約者の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

３．ＣＮ」は前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとします。 

 

第８条 利用の停止 

ＣＮ」は、契約者が本サービスの料金またはその他の債務について支払い期日を経過してもなお支払わない、または支払わな

いおそれのあるときは、ＪＮＯＭを通じ本サービスの利用を停止することがあります。 

２．ＣＮ」は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、通知催告等何らかの手続を要することなく、契約者に

よる本サービスを停止し、利用契約を解除しまたは契約者の資格を取り消すことができるものとします。なお、本項に基づ

き本サービスの利用を停止または利用契約を解除された場合であっても、契約者は、当該利用停止日または解除日の属する

月にかかる料金の支払義務を免れないものとします。 

 

第９条 契約の解除 

Ｋ生活あんしんサービス利用規約 の契約の解除に関する規定に基づき、退会し、もしくは契約解除したとき、または前条第

１項に規定する事実があるときは、本契約も解除するものとします。なお、契約者は契約解除に伴っても債務の履行を免除さ

れるものではありません。 

 

第１０条  債権の保全 

ＣＮ」が第４条（ ＪＮＯＭに係る債権の譲渡等）により譲渡された債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対し

て、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。 

 

第１１条  債権回収代行会社などへの回収業務の委託等 

契約者が本サービスの料金その他の債務について支払いを怠った場合は、本サービスの提供を受けることができない場合

があること、およびＣＮ」が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者はあらかじめ承諾す

るものとします。 

 

第１２条  紛争の処理 

本サービスについて、ＣＮ」と契約者の間に紛争が生じた場合、奈良地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行いま

す。 

 

第１３条  定めなき事項 

本規約に定めなき事項が生じた場合、ＣＮ」および契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるもの

とします。 

 

本規約は、２０２４年１月１日より施行します。 


